
 
「消費税法の一部を改正する法律（平成３年法律第 73号）施行に伴う身体障害者用物品の非課税扱いについて」新旧対照表 

改 正 後 現 行 

今般､消費税法の一部を改正する法律(平成３年法律第73号)が本年

５月15日に､関係政省令、告示が６月７日及び９月26日に、それぞ

れ交付され、10月１日から施行されることとなった｡ 

 今回の改正により、一定の身体障害者用物品が非課税とされるこ

とになったが、その具体的内容は左記のとおりであるので、御了知

の上、管下市町村、関係機関、関係団体、関係事業者等に周知徹底

を図るとともに必要な指導を行い、その運用に遺憾のないようにさ

れたい。 

 

 

記 

 

 

第１ （略） 

 

第２ （略） 

   １～２２ （略） 

 

２３ 削除 

 

 

 

 

２４～３６（略） 

 

第３ （略） 

    

第４ （略） 

今般､消費税法の一部を改正する法律(平成３年法律第73号)が本年

５月15日に､関係政省令、告示が６月７日及び９月26日に、それぞ

れ交付され、10月１日から施行されることとなった｡ 

 今回の改正により、一定の身体障害者用物品が非課税とされるこ

とになったが、その具体的内容は左記のとおりであるので、御了知

の上、管下市町村、関係機関、関係団体、関係事業者等に周知徹底

を図るとともに必要な指導を行い、その運用に遺憾のないようにさ

れたい。 

 

 

記 

 

 

第１ （略） 

 

第２ （略） 

   １～２２ （略） 

 

２３ 盲人用カナタイプライター 

   専ら片仮名又は平仮名で印字する機能を有するもの

であって、キーの位置を確認出来る凸線等の印が付いて

いるものであること。 

 

２４～３６（略） 

 

第３ （略） 

    

第４ （略） 
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